
８月１７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更
８月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の

全部を変更する公示」発出
８月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定
８月２５日 「緊急事態宣言」の区域変更
８月２５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の

全部を変更する公示」発出
８月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

➢ 国の動き

（１） 国，県の動向について

①

８月 ５日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」改定
ステージⅢに変更

８月１７日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」改定
８月１９日 知事 緊急メッセージ発出
８月２５日 「「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための

集中的な対策の強化について」発出

ステージⅣに変更

➢ 県の動き



（２） 呉市の感染状況

②

※ ８月２５日まで

● 1週間の陽性者数(対10万人) (人)呉市では令和２年４月１８日に新型コロナウイルス感染症
患者（以下「感染症患者」といいます。）１例目を確認し，
令和３年８月２５日までの間に，７７９例の感染症患者を確
認しています。
８月１９日から２５日までの１週間での陽性確認は１０８

人に上っており，対１０万人当たりの陽性者は，４８．６人で
す。

《広島県》 《呉市》

呉市 広島市 福山市 広島県

43.2 96.2 104.3 83.1
令和3年8月26日　知事会見資料より

8月18日～8月24日公表分



③

● 呉市内の療養等の状況

● 感染者等の状況

 ※8月19日～8月25日

直近1週間のPCR等検査数※ 676

内 陽性数（陽性率） 108(16.0％)

確定日7/1(511例目)以降の感染者

20歳未満
20歳代
30歳代
40～60歳代
70歳代以上
非公表

計

39人 14.5%

51人 19.0%
76人 28.2%

91人 33.8%
12人 4.5%
0人 0.0%

269人 100.0%

年代 人数 割合
１例目～

20歳未満
20歳代
30歳代
40～60歳代
70歳代以上
非公表

計

104人 13.4%

779人 100.0%

269人 34.5%
109人 14.0%

1人 0.1%

年代 人数 割合
105人 13.5%
191人 24.5%

広島県への「緊急事態宣言」発出時の状況
7月29日～8月4日公表分 単位：人

療養者数 入院 宿泊療養 自宅療養 調整中

第1回
（R2.4.16）

第2回
（R3.5.14）

72 26 17 19 10

第3回
（R3.8.25）

144 47 27 49 21

（呉市においては，4月18日に第1例目を確認している。）



④

※ ワクチンは，１０月上旬までには，対象者（198,000人）の8割の人が
２回接種可能な量が供給される予定

集団接種

個別接種（かかりつけ医等医療機関での接種）

● ワクチン接種の状況（8/22現在）

回次 接種済人数 接種率

１回目 99,679人 46.1%

２回目 88,823人 41.1%

計 188,502人 43.6%

１回目 66,609人 86.5%

２回目 64,760人 84.1%

計 131,369人 85.3%

１回目 11,372人

２回目 11,077人

計 22,449人

１回目 111,051人 51.4%

２回目 99,900人 46.3%

計 210,951人 48.8%
(注１)職域で接種を受けた方は含まれていない。
(注２)人口は令和３年３月末現在

全体
（216,000人）

区分

一般

うち65歳以上
（77,000人）

医療従事者

合　計

※高齢者施設等従事者の接種も含む。

（３） ワクチンの接種状況と今後の計画

１回目 20,874 12,632 720 900 1,905 37,031

２回目 20,174 12,457 720 900 1,889 36,140

計 41,048 25,089 1,440 1,800 3,794 73,171

計区分 東西保健C 大規模接種 安芸灘地区 安浦地区 夜間接種

区分 個別接種 備考

１回目 62,648

２回目 52,683

計 115,331

個別接種実施医療機関
６月開始当初　121カ所
８月22日現在　145カ所

・呉市では，呉市医師会等と協議し，かかりつけ医やお近くの医療機関（かかりつけ医等）での個別接種によるワクチン接種ができる体制を整
えています。

・仕事や就学等の都合により，かかりつけ医等での接種が難しい方には，呉市医師会の協力による呉市役所本庁での夜間接種等や，東西保
健センターでの集団接種を実施してまいります。

・今後は，感染の広がりを抑えるため，若い世代が接種しやすい接種体制を整え，１０月末に接種を希望する市民の８割以上の接種完了を目
指します。
・夏季休暇等により，接種回数が一時的に減少しておりますが，１０月上旬までには，上記に必要なワクチンが供給される見込みです。

・現在，個別接種，集団接種とも予約が取りにくい状況となっておりますが，今後の接種体制等については，適宜広報してまいりますので，積
極的に予約いただき，接種いただくようお願いいたします。



（４） 事業者支援

⑤

上記１～３等の事業者支援を行政書士がサポートするため，市役所１階（９月からは2階会議室）で引き続き実施中

開設時間：午前９時～午後４時（平日のみ）

※各申請手続きを行政書士・社会保険労務士に依頼した場合の，サポート補助金を用意

（1社当たり，行政書士 上限5万円（補助率1/2），社会保険労務士 上限10万円（補助率10/10））

２ 月次支援金（国）

給付対象：緊急事態措置等の影響を受けて売上が50%以上減少していること

対象月：当面９月分まで

給付額：中小法人 上限20万円/月，個人事業者 上限10万円/月

３ 月次支援金（広島県）

給付対象：緊急事態措置等や広島県の集中対策実施の影響を受けて売上が30%以上減少していること

対象月：当面９月分まで

給付額：中小法人 上限20万円/月，個人事業者 上限10万円/月

４ 行政書士の相談窓口（呉市）

上記の事業者向け各種支援について，より一層の広報の充実に努めるとともに，

その他の支援についても，引き続き呉市議会と相談しながら前向きに検討する。

【中小企業】 【大企業】 【中小企業】 【大企業】 【中小企業】 【大企業】

時短 2.0～7.0万円/日 最大19万円/日 2.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日 3.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休業 2.5～7.5万円/日 最大19.5万円/日 3.0～10万円/日 最大20万円/日 4.0～10万円/日 最大20万円/日

8/10～8/19（10日間）

＜県の重点区域指定期間＞

8/20～8/26（7日間）

＜まん延防止等重点措置期間＞

8/27～9/12（17日間）

＜緊急事態措置期間＞

１ 広島県感染症拡大防止協力支援金

※早期給付を申請（8/10～9/14）する場合は，61万円を先払い（大企業を除く。）



（５） 呉市の方針

８月２５日，緊急事態措置を実施すべき区域に広島県が追加され（実施期間：８／２７～９／１２），
広島県は「新型コロナ感染拡大防止のための集中的な対策の強化」を実施することとしました。
これを受けて，呉市は，必要な感染対策を講じ，次のとおり対応することとします。

⑥

➢ 市立学校について

市立小・中・高等学校

・２学期 ９月１日（水）より，通常どおり開始

・授業は，原則対面

・分散登校や臨時休業等となった場合，オンライン授業及び動画配信等を実施

・給食は，通常どおり実施（昼食時には黙食の徹底）

・部活動は，原則休止

・学校行事は，修学旅行等，校外における活動は中止又は延期

・文化祭・体育祭・学習発表会について，感染リスクの高い活動は実施しない



➢ 市公共施設について

⑦

《主なもの》

◆その他の施設についても，県の方針を踏まえ，休館等の対応を行います。

施設名 区分 期間 備考

大和ミュージアム

入船山記念館

グリーンピアせとうち
プール施設も休止
既受付分はキャンセル対応

国民宿舎野呂高原ロッジ 既受付分はキャンセル対応

呉信用金庫ホール

新日本造機ホール

日本製鉄アクアパーク

中央図書館 一部休止
館内利用は予約図書の受付・
貸出，返却，延長のみ利用可能

８／２０から引き続き休館
既受付分はキャンセル対応

既受付分は延期等を要請し，
困難な場合は感染対策を徹底
した上で利用可能（20時まで）

８／２７～９／１２

休館



➢ 市主催イベントについて

市以外の主催者におかれましても，参考にしていただくよう，お願いします。

◆ これまでの早期集中対策と同様に，次のものを除き，中止または対策期間後
に延期することを基本方針とする。

・ オンライン開催とするもの
・ 参加者が少数に限定され，かつ特定されており，３密を回避できる十

分なスペース又は時間を有しているもの
・ 法令等により，この期間に実施することがやむを得ないもの

※ イベント等を実施する場合も，「広島県におけるイベントの開催条件に
ついて」や県対処方針を遵守し，感染防止対策を徹底します。

⑧

市の方針は，今後の感染状況や国・県の方針等の変更により，
適宜，見直しを行います。


